
亀山市告示第９５号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項の規

定により、令和５年度一般廃棄物処理実施計画を定めたので、亀山市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例（平成１７年亀山市条例第９８号）第１３条第１項の規定により、次

のとおり告示する。 

令和５年５月１６日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

令和５年度亀山市一般廃棄物処理実施計画 

１ 目的 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下

「法」という。）第６条第１項の規定により定めた一般廃棄物の処理に関する基本計

画の実施のために必要な令和５年度の計画及び事業を定め、一般廃棄物の減量化及び

適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。 

２ 計画区域 

亀山市全域 

３ ごみ処理実施計画 

（１）ごみ分別区分 

分別区分 主なもの 

一般ごみ 生ごみ、資源にならない紙類、草木類、革製品、ビニール製の容器類や

袋類、ガラス類・食器類・資源にならないびん、ゴム類・プラスチック

類、衣類ほか 

破砕粗大ごみ 家電製品、金属類、家具類、軽車両、鏡、陶磁器類、缶類、布団・じゅ

うたん類、長尺物ほか 

 危険ごみ ガス缶・スプレー缶、ライター、小型充電式電池・小型充電式電池を取

り外すことが困難な充電式家電 

 有害ごみ 蛍光ランプ、水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計、小型充電式電池以

外の電池類（乾電池・ボタン電池・コイン電池・リチウム一次電池） 

可燃系資源ごみ 新聞、ダンボール、雑誌・本・パンフレット、飲料用紙パック、古布・

毛布、雑がみ 

不燃系資源ごみ 飲料用缶、茶色びん、無色透明びん、リターナブルびん、その他色びん 

直接搬入ごみ バッテリー、タイヤ、がれき類、廃材ほか事業活動に伴い発生するごみ 

ペットボトル・白色

トレイ 

ペットボトル、ペットボトルのふた、白色トレイ  

使用済小型家電 ノートパソコン・ハードディスク、タブレット端末、ゲーム機、携帯電

話・スマートフォン・モバイルバッテリー、デジタルビデオカメラ・デ

ジタルカメラ、電子辞書、電卓、携帯音楽プレーヤー 

（２）一般廃棄物の発生量の見込み 



  （ｔ）

廃棄物の種類 排出量 
内訳 

家庭系ごみ 事業系ごみ 

一般ごみ １３，８７３ １０，４７９ ３，３９４ 

破砕粗大ごみ １，７２６ １，７０２ ２４ 

資源ごみ ５８４ ５７２ １２ 

合計 １６，１８３ １２，７５３ ３，４３０ 

資源回収団体回収量 ４６５   

（３）総発生量に対する発生原単位及びリサイクル率目標値 

発生原単位 リサイクル率 

９２０ｇ／人・日 ３３．３％ 

（４）収集運搬計画 

ア 家庭系一般廃棄物 

（ア）家庭系一般廃棄物の処理 

     家庭系一般廃棄物は、ごみ収集カレンダーにより市において収集・運搬を行

い、又は排出者自ら運搬し、市において処分を行う。 

（イ）収集方法 

種類 
収集見込み量

（ｔ） 
収集主体 収集回数 収集方法 搬入先 

一般ごみ ８，９０９ 市 

委託業者 

週２回 ステーショ

ン回収 

亀山市総合環

境センター 

破砕粗大ごみ ４７０ 委託業者 月２回 ステーショ

ン回収 

亀山市総合環

境センター 

可燃系資源ごみ ５００ 委託業者 月２回 ステーショ

ン回収 

亀山市総合環

境センター 

不燃系資源ごみ 委託業者 月２回 ステーショ

ン回収 

亀山市総合環

境センター 

ペットボトル・白色

トレイ 

委託業者 月２回 ステーショ

ン回収 

亀山市総合環

境センター 

使用済小型家電 ５ 市 随時 拠点回収 亀山市総合環

境センター 

（ウ）収集・運搬（法第６条の２第２項の規定により委託した者） 

内容 事業者名・団体名 所在地・代表者住所 

収集・運搬委託

業者 

有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

有限会社井田川清掃  亀山市和田町１２６７番地７ 

有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

粗大ごみ軒先収

集委託 

社会福祉法人伊勢亀鈴会社会的事業所
まかせ太君 

鈴鹿市国府町高畔３９１７－

２７２ 

不法投棄パトロ

ール委託 

公益社団法人亀山市シルバー人材セン

ター 

亀山市東町一丁目１番７号 

集団回収活動団

体 

二本松寿会 亀山市阿野田町 

阿野田槇尾会 亀山市阿野田町 

 ふらっとほーむ・ののぼり 亀山市安坂山町 

みどり町連合自治会 亀山市みどり町 

 川合老人クラブ 亀山市川合町 



白木老人会 亀山市白木町 

 亀山地区婦人会城西支部 亀山市西丸町 

小下町絆の会（自寿会） 亀山市小下町 

 住山住宅第一自治会 亀山市住山町 

東町発展会 亀山市東町 

 西町婦人会 亀山市南崎町 

三本松を元気にする会 亀山市本町四丁目 

 羽若婦人部 亀山市羽若町 

亀山こども劇場 亀山市若山町 

 御旅地区子供会 亀山市関町新所 

三重県立亀山高等学校生徒会 亀山市本町一丁目 

 新日本婦人の会亀山支部 亀山市野村一丁目 

加太梶ヶ坂自治会 亀山市加太梶ヶ坂 

 堂坂子ども会 亀山市川崎町 

鷲山子供会 亀山市関町鷲山 

 亀山市立神辺小学校ＰＴＡ 亀山市太岡寺町 

学童保育所くれよんくらぶ 亀山市みどり町 

 泉ヶ丘子供会 亀山市関町泉ヶ丘 

亀山市立加太小ＰＴＡ 亀山市加太板屋 

 亀山市立白川小学校ＰＴＡ 亀山市白木町 

亀山市立関小学校ＰＴＡ 亀山市関町木崎 

 池山少年団 亀山市安坂山町 

市橋隆雄さんを支える会 亀山市本町一丁目 

 亀山市立川崎小学校ＰＴＡ 亀山市能褒野町 

本町四丁目松趣クラブ 亀山市本町四丁目 

 徳原地区子供会 亀山市川崎町 

下庄自治会 亀山市下庄町 

 南条子供会 亀山市川崎町 

井尻町自治会 亀山市井尻町 

 かめコン！事業部 亀山市みずほ台 

関パワーキッズ 亀山市関町会下 

 観音庵クラブ 亀山市布気町 

亀山市立関中学校野球部保護者会 亀山市関町中町 

イ 事業系一般廃棄物 

（ア）事業系一般廃棄物の処理 

     事業系一般廃棄物の処理は、原則として排出者自らの責任において自ら廃棄

物処理施設に直接搬入するか、一般廃棄物処理業者に収集運搬を委託し、適正

に処理するものとする。 

（イ）一般廃棄物収集運搬許可業者（法第７条第１項の規定により許可を受けた者） 

許可番号 事業所名 住所 電話番号 備考 

亀山２３第２２

号 

有限会社ＷＥＳＴグル

ープ 

鈴鹿市南玉垣町６２９１番

地１ 

０５９－３８１－

１７１７ 

 

亀山２３第２４

号 

中部メディカル有限会

社 

名古屋市北区楠町大字喜惣

治新田字中島３４０番地 

０５２－９０１－

１３１０ 

 

亀山２３第２５

号 

有限会社進栄サービス 四日市市中野町２０１０番

地 

０５９－３３９－

７０００ 

 

亀山２３第２６

号 

株式会社カンセイ 鈴鹿市北玉垣町５８番地の

１ 

０５９－３８２－

１２６５ 

 



亀山２３第２８

号 

株式会社東海環境サー

ビス 

桑名市大字東汰上１００９

番地 

０５９４－２２－

６３４９ 

 

亀山２３第３０

号 

株式会社ウエスギ 四日市市天カ須賀新町１番

地３２ 

０５９－３６５－

６８００ 

 

亀山２３第３５

号 

マックメタル株式会社 伊勢市村松町１３８２番地

１ 

０５９６－３７－

５１６８ 

 

亀山２３第３７

号 

浅井東海物流株式会社 四日市市新正三丁目１番５

号 

０５９－３５３－

３７４７ 

 

亀山２３第３８

号 

株式会社鈴友 鈴鹿市三日市三丁目２３番

１３号 

０５９－３８２－

１５６４ 

 

亀山２３第３９

号 

マルゼン有限会社 津市大倉１３番２６号 ０５９－２２８－

９０３６ 

 

亀山２３第４０

号 

三重中央開発株式会社 伊賀市予野字鉢屋４７１３

番地 

０５９５－２０－

１１１９ 

 

亀山２３第４４

号 

朝日金属株式会社 名古屋市北区六が池町５５５

番地 

０５２－９０１－

２１１１ 

 

亀山２３第４７

号 

有限会社ダストパン 松阪市新松ヶ島町１８９番

地２２ 

０５９８－６１－

１８７７ 

 

亀山２３第４８

号 

エムテック株式会社 松阪市桂瀬町２１７番地１ ０５９８－３６－

０４０７ 

 

亀山２３第５７

号 

社会福祉法人伊勢亀鈴

会 

鈴鹿市八野町字天伯４２８

番地の１ 

０５９－３７８－

６６６６ 

 

亀山２３第５８

号 

ＮＨＳ名古屋株式会社 名古屋市千種区内山三丁目

７番３号 

０５２－７３３－

１６１５ 

 

亀山２３第６９

号 

有限会社安芸土木 津市安濃町草生４３６１番

地 

０５９－２６８－

４１２８ 

 

亀山２３第７１

号 

スーパーサンシ株式会

社 

四日市市河原田町１３０１

番地 

０５９－３７３－

４０３４ 

 

亀山２３第７２

号 

有限会社ふじクリーン

サービス 

鈴鹿市東磯山一丁目２４番

２１号 

０５９－３８６－

６６０４ 

 

亀山２３第８２

号 

宮古島建設工業株式会

社 

四日市市波木町４９１番地 ０５９－３２１－

１２７２ 

 

亀山２３第８４

号 

株式会社トゥエルブ 亀山市南野町２番１８－１

号 

０９０－５８７６

‐０７６３ 

 

亀山２３第８６

号 

株式会社センシン 四日市市宮東町３丁目３４

－１ 

０５９－３４７－

０８９９ 

 

亀山２３第８７

号 

株式会社尾崎工業 鈴鹿市国府町８８３番地１２ ０５９－３９５－

６９０７ 

 

亀山２３第９０

号 

株式会社佐藤商店 鈴鹿市大池３丁目１０番１０

号 

０５９－３７８－

２５４０ 

 

亀山２３第１０２

号 

株式会社アスター 津市安濃町妙法寺３２２番

地２ 

０５９－２６８－

３１７７ 

 

亀山２３第１０４

号 

株式会社エコ・プラン

ニング 

亀山市中庄町６３０番地 ０５９５－８３－

３３３０ 

 

亀山２３第１０５

号 

株式会社飯田商事 亀山市関町小野字下門田

１５３番地 

０５９５－９６－

１６８６ 

 

亀山２３第１０６

号 

株式会社山商 津市芸濃町林４６２番地１ ０５９－２６１－

１２５６ 

 

亀山２３第１０７

号 

エム・ケイ合同会社 津市大園町１５番２７号 ０５９－２２７－

８１７７ 

 

亀山２３第１０８

号 

株式会社稲垣 津市榊原町１４５３０番地 ０５９－２６１－

１４７６ 

 

亀山２３第１０９

号 

ＫＴＳ株式会社 津市幸町２６番１５号 ０５９－２１３－

３７７３ 

 

亀山２３第１１０

号 

株式会社ＫＹＳ 四日市市新正二丁目１０－

２ 

０５９－３４０－

７７７１ 

 

亀山２３第１１１

号 

有限会社阪組 津市河芸町中別保２４１０

番地１ 

０５９－２４５－

２８９５ 

 



亀山２３第１１２

号 

椋本運送有限会社 津市芸濃町椋本５８１５番

地の２ 

０５９－２６５－

２０７５ 

 

亀山２３第１１８

号 

有限会社日本総合プラ

ンニング 

津市安濃町内多２３９６番

地の３ 

０５９－２６７－

０２３０ 

 

亀山２３第１１９

号 

株式会社ミナミ金属 津市港町１２番１７号 ０５９－２５３－

１５５１ 

 

亀山２３第１２０

号 

合同会社リバース 津市出雲長常町１２９４番

地 

０５９－２３４－

２４９８ 

 

亀山２２第０１

号 

みどり清掃有限会社 津市一身田平野６６５番地 ０５９－２３２－

１３３３ 

 

亀山２２第０２

号 

中谷商店 中谷恵美子 亀山市関町木崎１４２５番

地 

０５９５－９６－

０３３４ 
 

亀山２２第０３

号 

有限会社亀山野崎清掃

社 

亀山市北鹿島町３番２１号 ０５９５－８２－

０８２２ 
家電リサイ

クル法対象

品に限る。 

亀山２２第０５

号 

有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地

の７ 

０５９５－８２－

２００６ 
関地区公共

施設一般廃

棄物及び家

電リサイク

ル法対象品

に限る。 

亀山２２第０６

号 

有限会社三功 津市戸木町５０１２番地 ０５９－２５５－

５１７７ 
 

亀山２２第０８

号 

株式会社きれい・リサ

イクルシステム 

亀山市東御幸町２１９番地

の１８ 

０５９５－８２－

９５０８ 
 

亀山２２第０９

号 

株式会社フジコウ 鈴鹿市住吉町８４４０番地 ０５９－３７８－

５１５０ 
 

亀山２２第１１

号 

有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番

地 

０５９５－８２－

１７３８ 
家電リサイ

クル法対象

品に限る。 

亀山２２第１２

号 

株式会社大京産業 四日市市大治田三丁目５番

１１号 

０５９ー３４８－

７８７８ 
 

亀山２２第１３

号 

株式会社向陽 津市森町１９２２番地１ ０５９－２５２－

１３００ 
 

亀山２２第１７

号 

有限会社大邦興業 鈴鹿市安塚町１３５０番地

の５３ 

０５９－３８１－

２２７７ 
 

亀山２２第１８

号 

公益社団法人亀山市シ

ルバー人材センター 

亀山市東町１丁目１番７号 ０５９５－８２－

８５１２ 
 

亀山２２第３３

号 

有限会社三栄金属商会 鈴鹿市北玉垣町１９２９番

地の１ 

０５９－３８４－

７４２３ 
 

亀山２２第４２

号 

株式会社鈴浄会 鈴鹿市東玉垣町５００番地

の１１２ 

０５９－３８２－

０６４９ 
 

亀山２２第４３

号 

有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 ０５９５－９６－

０８１４ 
亀山地区公

共施設一般

廃棄物及び

家電リサイ

クル法対象

品に限る。 

亀山２２第４６

号 

株式会社イトジュ 四日市市川原町１番３号 ０８０－２６１７

－２１１１ 

 

亀山２２第５０

号 

鈴木清掃 鈴木清 津市芸濃町椋本８９２番地

１３５ 

０９０－８４７４

－４１４８ 

 

亀山２２第５３

号 

きれいずきサービス株

式会社 

津市香良洲町５６５０番地

の１ 

０５９－２９２－

６２１１ 

 

亀山２２第５５

号 

株式会社サカモト 津市雲出本郷町１８０５番

地 

０５９－２３４－

６６００ 

 



亀山２２第５９

号 

株式会社中央メタル 四日市市生桑町２４５１番

地６ 

０５９－３３０－

７０７７ 

 

亀山２２第６５

号 

有限会社アラカワ 四日市市楠町北五味塚１１４

番地の１ 

０５９－３９７－

５６００ 

 

亀山２２第６６

号 

株式会社マサキ 名張市朝日町１５０８番地

３ 

０５９５－４２－

８１３１ 

 

亀山２２第６７

号 

ＦＬＡＴ ＳＥＲＶＩ

ＣＥ 平泰 

亀山市太岡寺町５３６番地

４２ 

０５９５－８２－

２４４０ 

 

亀山２２第６８

号 

株式会社信誠興業 鈴鹿市東玉垣町５００番地

５０ 

０５９－３８２－

３０６３ 

 

亀山２２第７４

号 

高田紙業有限会社 奈良県桜井市大字芝１０２４

番地 

０７４４－４３－

３７３７ 

 

亀山２２第７５

号 

有限会社サトー工業 員弁郡東員町大字筑紫３３９

番地 

０５９４－７６－

３２６５ 

 

亀山２２第７６

号 

株式会社グリーンワー

クス 

伊賀市炊村１１８７番地の

１７ 

０５９５－４６－

００７７ 

 

亀山２２第７８

号 

株式会社真宮 四日市市阿倉川町１８番１９

号 

０５９４－２４－

８８８６ 

 

亀山２２第８０

号 

株式会社サクラシード 鈴鹿市上田町１０３４番地

１ 

０５９－３７４－

５８６７ 

 

亀山２２第８１

号 

株式会社山商グループ 亀山市関町富士ハイツ９９８

番地７６ 

０５９５－９６－

２２２５ 

 

亀山２２第９１

号 

株式会社スタート 松阪市駅部田町８９１番地

３ 

０５９８－３１－

２６３９ 

 

亀山２２第９２

号 

コーエイ化工株式会社 四日市市川尻町１００番地 ０５９－３４７－

５２３１ 

 

亀山２２第９５

号 

株式会社ｋｏｕｓｕｉ 津市白塚町２４４３ ０９０－７６９９

－１４０９ 

 

亀山２２第９７

号 
有限会社末吉土木 四日市市山田町１７１番地

１ 

０５９－３２８－

３８５５ 

 

亀山２２第９９

号 
宮古島環境サービス有

限会社 

鈴鹿市末広西２番７ ０５９－３８３－

０７２５ 

 

亀山２２第１００

号 
株式会社三重平安閣 鈴鹿市三日市町９６０ ０１２０－１１－

９５４０ 

 

亀山２２第１０１

号 
北田 浩平 松阪市駅部田町１５８８－

３ 

０９０－５４６７

－８４５５ 

 

亀山２２第１１３

号 

ライフサービス 津市久居西鷹跡町５１１番

地２ 

０９０－２３４９

－１２６８ 

 

亀山２２第１１４

号 

山廣商店 亀山市栄町１５０２番地６ ０５９５－８２－

０１３４ 

 

亀山２２第１１５

号 

株式会社溝口美装 津市寿町１８番地４ ０５９－２７１－

９１９１ 

 

亀山２２第１１６

号 

株式会社はじめ 桑名市大字西金井字西谷

４１２番地５ 

０５９４－４１－

２８６６ 

 

亀山２２第１１７

号 

株式会社ＬＩＦＥ Ｄ

ＯＯＲ 

津市中央９番１号 ０５９－２７３－

５０７５ 

 

（ウ）一般廃棄物処理許可業者（法第７条第６項の規定により許可を受けた者） 

許可番号 事業所名 住所 電話番号 

亀山２３第８３号 丸盛有限会社 亀山市関町小野１９２番地３ ０５９５－９６－８９８４ 

（５）市で収集・処理しないごみ（適正処理困難物） 

分類・区分 品目 

特定家庭用機器再商品化法の対象機器と
して指定されたもの 

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エ
アコンディショナー 

爆発引火等の危険があるもの 火薬類、オイル・ガソリン・灯油・軽油等の廃油、
消火器、ＬＰガスボンベ 

塗料又は毒性のあるもの ペンキ・シンナー類、農薬、毒物、肥料 



感染のおそれのある医療系一般廃棄物 注射針等家庭から発生する感染のおそれのある医療
系廃棄物 

その他 液体類、焼却灰、乗用車及び二輪自動車以外のタイ
ヤ等の市で処理することが困難と認められるもの 

大きさ３０ｃｍを超えるコンクリートがら等 

（６）中間処理計画 

一般廃棄物の処理量、処理主体及び処理方法 

廃棄物の種類 処理見込み量

（ｔ） 

収集・運搬 中間処理 

主体 処理主体 処理方法 

一般ごみ １３，８７３ 市 

委託業者 

市 溶融（溶融飛灰は資源化） 

破砕粗

大ごみ 

有害ごみ １４ 委託業者 資源化・適正

処理事業者 

資源化・適正処理 

危険ごみ １６ 委託業者 資源化・適正

処理事業者 

資源化・適正処理 

 上記以外 １，６９５  市 破砕・溶融（破砕後の金属

屑及び溶融飛灰は資源化） 

再生事業者 資源化（金属くず） 

資源ご

み 

紙類 ９５０ 委託業者 再生事業者 資源化 

紙パック ７ 委託業者 再生事業者 資源化 

飲料用缶 ５８ 委託業者 市 破砕・選別 

再生事業者 資源化 

びん類 ２８４ 委託業者 再生事業者 資源化 

ペットボ

トル 

８９ 市 圧縮・梱包 

再生事業者 資源化 

白色トレ

イ 

２ 再生事業者 資源化 

布 ８ 再生事業者 資源化 

その他

のごみ 

使用済小
型家電 

５ 市 再生事業者 資源化 

羽毛布団 １ 委託業者 再生事業者 資源化 

瓦礫等 ６６ 排出者 再生事業者 資源化 

集団回
収ごみ 

紙類その

他資源 

４６５ 資源回収団

体 

再生事業者 資源化 

   ※処理見込み量：資源ごみについては、資源引渡し量 

（７）一般廃棄物の発生の抑制のための方策 

「抑制する」 ①ごみの排出抑制に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 

・関連団体と連携した取り組みによる食品ロス削減に関する啓発 

②ごみの排出抑制に関する取組の推進 

・ごみダイエットサポーター（亀山市廃棄物減量等推進員）との協働 

・食品ロス削減の仕組みづくり 

・家庭における食品ロスの発生状況に関する調査結果を踏まえた効果的な対策の

検討・実施 

・衣類等の店頭回収を行っている小売店に関する情報発信 

・マイボトルやマイ箸の利用の促進 

・詰め替え商品の積極的利用の周知啓発 

・市民・事業者における生ごみ処理容器の積極的利用の促進 

「再使用す

る」 

①ごみの再使用に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 



 ・グリーン購入に関する周知・啓発 

・家庭用使用済インクカートリッジの再使用を促進するため、メーカーが設置す

る回収ボックスの利用に関する情報発信と啓発 

・使用済の小型充電式電池（リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電

子、小型シール鉛蓄電池）について、小売店や市が設置する回収ボックスの積

極的な利用促進 

・家庭で使わなくなった家財について、リサイクルショップ等の利用促進 

②公共工事におけるリサイクル資材等の利用推進 

・家庭で不要となった日用品の再使用の推進 

・市で購入する物品等について、グリーン購入の推進 

「再生利用

する」 

① ごみの再生利用に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 

② ごみの再生利用の拡大 

・山元還元方式による溶融飛灰の全量再資源化の継続 

・雑がみの分別収集の本格実施に伴い、一般ごみから資源ごみへの排出転換の促

進及び資源化量の拡大 

・資源物の集団回収活動の現行制度の見直し 

・刈り草コンポスト化センターの利用促進 

・家庭や事業所から排出されるプラスチックごみの減量と循環の促進 

・羽毛布団や使用済小型電子機器、小型充電式電池などのピックアップ回収又は

拠点回収しているごみの効果的な回収方法の検討 

「適正に処

理する」 

①ごみの安全・安心で安定的な収集・運搬の実施 

・市が実施する家庭系ごみの収集・運搬について、安全かつ効率的な体制の継続 

・自治会等が設置する塵芥集積施設の整備等の支援 

・自治会等が管理する野積みごみ集積所の整備等の支援 

・搬入される事業系ごみの確認を行い、事業所に対する適正排出指導の徹底 

・塵芥集積施設からの資源物の持ち去り行為の監視パトロールの実施 

②ごみの種別に応じた適正処理の推進 

・ごみの種別に応じた適切な中間処理 

・溶融飛灰の山元還元方式による全量再資源化の継続 

・災害廃棄物適切かつ迅速な処理 

・大規模災害時に備え、現在保管している溶融飛灰の処理 

・八輪衛生公苑最終処分場の掘起し量を整理、今後の処理作業の方向性の検討 

・ごみ溶融処理施設の長寿命化計画に基づく大規模整備工事の実施 

③ごみ処理施設の整備等に関する検討 

・次期ごみ処理施設の在り方の検討や調整 

・現有ごみ溶融処理施設の稼働計画最終年度まで破砕粗大ごみの安定した処理を

継続するため、両施設の延命化工事又は民間廃棄物処理業者への処理委託等検

討 

④ごみ処理に関する情報の公開 

・ごみ処理に関する情報等の発信によるごみ処理の透明性の確保 

（８）処理施設の概要 

ア 中間処理施設 

施設名 関連施設 所在地 方式 能力 

亀
山
市 

亀山市総合

環境センタ

ー 

溶融処理施設 亀山市布気町４４２番

地 

シャフト炉式

ガス化溶融 

４０ｔ／２

４ｈ×２炉 

破砕粗大ごみ処

理施設 

亀山市布気町４４２番

地 

衝撃回転式破

砕・切断機 

３０ｔ／５

ｈ 

  適正処理困難物

二軸破砕施設 

亀山市布気町４４２番

地 

二軸破砕 １２ｔ／５

ｈ 

  ペットボトル圧

縮梱包機施設 

亀山市布気町４４２番

地 

圧縮・梱包 ２００ｋｇ

／ｈ 



  小動物焼却炉 亀山市布気町４４２番

地 

焼却 １００ｋｇ

／ｈ 

丸
盛
（
有
）

亀山市刈り

草コンポス

ト化センタ

ー 

堆肥化施設 亀山市関町新所１７５

番地９ 

破砕・発酵

（堆肥可） 

１７．３ｔ

／日 

イ 最終処分場 

施設名 所在地 方式 容量（㎥） 

亀
山
市 

亀山市総合環境センター最

終処分場 

亀山市布気町４４２番

地 

フレコンクロー

ズドシステム 

７，０００ 

※平成２２年度から民間業者で資源化処理委託を行っており、本施設での最終処分は行っていない。 

（９）清潔の保持について 

  市内の土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。）は、亀

山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年亀山市条例第９８号）第６条

第１項に規定する大掃除を１年に１度の目安で実施しなければならない。  

４ 生活排水処理実施計画 

（１）分別収集の種類、収集量、収集主体、収集回数、収集方法 

種類 収集見込み量（ｋｌ） 収集主体 収集回数 収集方法 

し尿 １，２９６ 許可業者 随時 戸別収集 

浄化槽汚泥 １３，６２５ 許可業者 随時 戸別収集 

（２）許可業者 

ア 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）収集運搬業 

許可番号 事業者名 所在地 

亀山２２第０３号 有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

亀山２２第０５号 有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地７ 

亀山２２第１１号 有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

亀山２２第４３号 有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

イ 浄化槽清掃業 

許可番号 事業者名 所在地 

亀山２２第１４号 有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

亀山２２第１５号 有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地７ 

亀山２２第１６号 有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

亀山２２第４５号 有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

（３）し尿・浄化槽汚泥処理量及び処理施設 

種類 収集見込み量（ｋｌ） 処理主体 処理施設 

し尿 １，２９６ 市 亀山市衛生公苑 

浄化槽汚泥 １３，６２５ 

（４）し尿処理施設の概要 

施設名 所在地 方式 能力 

亀山市衛生

公苑 

亀山市野村町１７８９番地 標準脱窒素処理方式及び高

度処理方式 

６０ｋｌ／日 



（５）処理残さについて 

し尿処理施設で発生する処理残さ（しさ、脱水汚泥又は乾燥汚泥）量については、

以下のとおり。処理残さについては、溶融施設で継続して溶融処理し、発生するス

ラグは全量資源化する。 

処理残さ量（ｔ） ６１２ 

 


